
○
財
務
省
告
示
第
四
百
八
十
九
号 

 
国
債
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
基
本
的
な
契
約
の
相
手
方
を
変
更
し
た
の
で
、
国
債
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
関
す

る
省
令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
債
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に

係
る
基
本
的
な
契
約
を
締
結
し
た
件
（
平
成
十
八
年
三
月
財
務
省
告
示
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

財
務
大
臣 

尾
身 

幸
次 

 

「
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
証
券
会
社
東
京
支
店
」
を
「
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
証
券
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。 


